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医発０５１９第７号 

老発０５１９第１号 

保発０５１９第１号 

令和５年５月１９日 

 

都道府県知事 

市町村長 

特別区長 

地方厚生（支）局長 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長 

社会保険診療報酬支払基金理事長 

全国健康保険協会理事長 

健康保険組合理事長 

国民健康保険中央会理事長 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

〔 公 印 省 略 〕 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

〔 公 印 省 略 〕 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

〔 公 印 省 略 〕 

 

 

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等 

の一部を改正する法律」の公布について（通知） 

 

 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律（令和５年法律第３１号。以下「改正法」という。）については、本日公布され、

順次施行することとされたところです。 

改正の趣旨及び改正法の主な内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、

関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたし

ます。 

 

記 
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第１ 改正の趣旨 

   全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後

期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担

率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性

の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、市町村による介護

情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。 

 

第２ 改正法の主な内容 

 １ 健康保険法（大正 11年法律第 70号）の一部改正 

   ⑴ 出産育児交付金等に関する事項 

ア 全国健康保険協会（⑵において「協会」という。）は、５の⑷のイの出産育児

関係事務費拠出金の納付に関する業務を行うものとすること。（第７条の２第３

項関係） 

   イ 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用（健康保険法第

101 条の政令で定める金額に係る部分に限る。）の一部については、政令で定め

るところにより、５の⑷のウの出産育児交付金をもって充てるものとすること。

（第 152条の２関係） 

   ウ イの出産育児交付金の額の算定方法その他所要の規定の整備を行うものとする

こと。（第 152 条の３から第 152 条の６まで、第 160 条第３項及び附則第４条の

３関係） 

 

 ⑵ 前期高齢者納付金等に関する事項 

国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付

等に要する費用の額（調整対象給付費見込額の３分の１に相当する額を除く。）、前

期高齢者納付金の納付に要する費用の額に健康保険法第 153 条第１号に掲げる額の

同条第２号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額等の合算額に 1000 分の 130 か

ら 1000 分の 200 までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額等を補助

するものとすること。（第 153条及び第 154条第１項関係） 

 

⑶ 支払基金等への事務の委託に関する事項 

保険者は、健康保険法第 205 条の４第１項の規定により同項第２号又は第３号に

掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会（以下「支払

基金等」という。）に委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法（昭和 23

年法律第 129 号）第１条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付そ

の他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法（平成９年

法律第 123 号）第３条の規定により介護保険を行う市町村（特別区を含む。以下同

じ。）と共同して委託するものとすること。（第 205条の４第２項関係） 
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⑷ 健康保険組合に対する交付金に関する事項 

国は、政令で定めるところにより、健康保険組合連合会に対し、政令で定める健

康保険組合に対する交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一

部を負担するものとすること。（附則第２条の２関係） 

 

⑸ 退職者給付拠出金の経過措置に関する事項 

退職者給付拠出金の経過措置に係る規定を削除するものとすること。（改正前附

則第４条の３関係） 

 

⑹ その他所要の改正を行うこと。 

 

２ 船員保険法（昭和 14年法律第 73号）の一部改正 

  ⑴ 出産育児交付金等に関する事項 

５の⑷のウの出産育児交付金及び５の⑷のイの出産育児関係事務費拠出金（３の

⑵及び４の⑴において「出産育児交付金等」という。）について、１の⑴に準じた

改正を行うこと。（第 112 条第２項、第 112 条の２、第 121 条第２項及び附則第８

条関係） 

 

⑵ 支払基金等への事務の委託に関する事項 

支払基金等への事務の委託について、１の⑶に準じた改正を行うこと。（第 153

条の 10第２項関係） 

 

⑶ 退職者給付拠出金の経過措置に関する事項 

退職者給付拠出金の経過措置について、１の⑸に準じた改正を行うこと。（改正

前附則第７条関係） 

 

   ⑷ その他所要の改正を行うこと。 

 

３ 国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）の一部改正 

  ⑴ 損害賠償請求権等に関する事項 

   ア 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保する

ため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働

省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が国民健康保険法

第 64 条第１項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は

収納の事務の全部又は一部を行うことができるものとすること。（第 64条第３項

関係） 

   イ アの都道府県は、国民健康保険法第 64 条第１項の規定により取得した同項の

請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険団体連合会（⑸に
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おいて「連合会」という。）であって厚生労働省令で定めるものに委託すること

ができるものとすること。（第 64条第４項関係） 

   ウ 国は、アの都道府県に対し、アの事務が円滑に実施されるために必要な措置を

講ずるよう努めるものとすること。（第 64条第５項関係） 

   エ 市町村は、必要があると認めるときは、被保険者の保険給付を受けた事由が第

三者の行為によって生じたものであることを確認するために必要な事項につき、

官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会

社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることが

できるものとすること。（第 113条の２第１項関係） 

 

 ⑵ 出産育児交付金等に関する事項 

出産育児交付金等について、１の⑴に準じた改正を行うこと。（第 69条、第 73条

の２及び附則第 10条関係） 

 

  ⑶ 出産した被保険者等に係る国民健康保険料等の免除措置に関する事項 

   ア 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険

者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦

課又は４の⑵による国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は地

方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による国民健康保険税につき減額した

額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で

定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に

繰り入れなければならないものとすること。（第 72条の３の３第１項関係） 

   イ 国は、政令で定めるところにより、アによる繰入金の２分の１に相当する額を

負担するものとすること。（第 72条の３の３第２項関係） 

   ウ 都道府県は、政令で定めるところにより、アによる繰入金の４分の１に相当す

る額を負担するものとすること。（第 72条の３の３第３項関係） 

 

 ⑷ 都道府県国民健康保険運営方針に関する事項 

   ア 都道府県は、おおむね６年ごとに、都道府県国民健康保険運営方針を定めるも

のとすること。（第 82条の２第１項関係） 

   イ 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、次に掲げる事項を定め

るものとすること。（第 82条の２第２項関係） 

(ア) 都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保

持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と

認める事項 

(イ) 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推

進に関する事項 

   ウ 都道府県は、おおむね３年ごとに、国民健康保険法第 82 条の２第２項各号に
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掲げる事項等について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行

う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平

準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要がある

と認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するもの

とすること。（第 82条の２第６項関係） 

 

⑸ 医療費適正化に関する事項 

   ア 連合会は、診療報酬請求書情報等の分析等を通じた医療費適正化等に努めなけ

ればならないものとすること。（第 85条の２関係） 

   イ 連合会は、医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の

活用の促進に関する業務を行うことができるものとすること。（第 85条の３第３

項関係） 

 

⑹ 支払基金等への事務の委託に関する事項 

支払基金等への事務の委託について、１の⑶に準じた改正を行うこと。（第 113

条の３第２項関係） 

 

  ⑺ 退職被保険者等の経過措置等に関する事項 

退職被保険者等の経過措置等に係る規定を削除するものとすること。（改正前附

則第６条から第 21条の５まで関係） 

 

  ⑻ その他所要の改正を行うこと。 

 

４ 地方税法の一部改正 

  ⑴ 出産育児交付金等に関する事項 

       出産育児交付金等について、１の⑴に準じた改正を行うこと。（第 703 条の４第

１項及び第３項関係） 

 

  ⑵ 出産した被保険者等に係る国民健康保険税の免除措置に関する事項 

       市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産す

る予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で

定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割

額を減額するものとすること。（第 703条の５第３項関係） 

 

  ⑶ 退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例に関する事項 

       退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例に係る規定を削

除するものとすること。（改正前附則第 38条及び第 38条の２関係） 
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   エ 介護サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該サービスの内容その

他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の収集経路の変更、支払基金の業務

関連規定の整備、被保険者番号等の利用制限その他所要の規定の整備を行うもの

とすること。（第 118 条の２第４項、第 160 条第２項、第 164 条、第 165 条第２

項、第 166条第４項、第 201条の２、第 201条の３、第 205条の４、第 209条の

２及び第 211条関係） 

 

  ⑹ 介護保険事業計画の見直しに関する事項 

   ア 市町村は、７の⑸のカの協議の結果を考慮して、市町村介護保険事業計画を作

成するよう努めるものとすること。（第 117条第５項関係） 

   イ 市町村及び都道府県は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支

援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性

を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとす

ること。（第 117条第６項及び第 118条第６項関係） 

 

  ⑺ その他所要の改正を行うこと。 

 

 12 施行期日等 

  ⑴ 施行期日 

この法律は、令和６年４月１日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、

それぞれ次に定める日から施行すること。（附則第１条関係） 

   ア ３の⑴の一部及び⑸、５の⑴の一部及び⑸、６、10並びに⑵の一部の規定 公

布の日 

   イ ７の⑹の一部の規定 令和５年８月１日 

   ウ ３の⑶及び４の⑵の規定 令和６年１月１日 

   エ ３の⑴の一部、５の⑴の一部、７の⑴の一部及び⑵から⑸まで、８並びに 11

の⑹の一部の規定 令和７年４月１日 

   オ ７の⑹の一部及び９の規定 公布の日から起算して３年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 

   カ １の⑶、２の⑵、３の⑹、５の⑹及び 11 の⑸の規定 公布の日から起算して

４年を超えない範囲内において政令で定める日 

 

  ⑵ 検討 

   ア 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す

るため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた

社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。（附則第２条第１項関係） 

   イ 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後のそれぞ
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